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議案第１号 規約及び諸規程の一部改正(案)について 

 

 

 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議の規約及び諸規程の一部を改正すること

としたい。 

 

 

１ 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

 (1) 改正理由 

   農業者戸別所得補償制度推進事業実施要綱（平成 23 年 4 月 1 日付け 22 経営第

7135 号農林水産事務次官依命通知）の別紙１の第１に定める「都道府県農業再生

協議会」の要件を満たすことを目的として、会員に福島県担い手育成総合支援協

議会及び福島県耕作放棄地対策協議会を加えるため。 

 

 (2) 改正内容 

   別紙新旧対照表のとおり。 

 

２ 諸規程 

 (1) 改正する規程 

  ① 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 

  ② 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

  ③ 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程 

  ④ 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議職務権限規程 

 

 (2) 改正理由 

   会員に福島県担い手育成総合支援協議会及び福島県耕作放棄地対策協議会を加

えることにより、関係箇所を整備するため。 

 

 (3) 改正内容 

   別紙新旧対照表のとおり。 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

                   平成１６年 ４月 ８日制定 

平成１７年 ４月１８日一部改正

平成１９年 ３月２７日一部改正

平成１９年 ６月１８日一部改正

平成１９年１２月２５日一部改正

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２１年 ３月２７日一部改正

平成２１年 ６月１６日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２３年 ５月２３日一部改正

                  平成２４年 ３月２１日一部改正

 

目次 （略） 

  

   第１章 総則 

  

第１条 （略） 

 

 （事務局） 

第２条 推進会議は、主たる事務局を福島市飯坂町平野字三枚長１番地１

に、従たる事務局を県内に７箇所置く。 

 

第３条～第４条 （略） 

 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

                   平成１６年 ４月 ８日制定 

平成１７年 ４月１８日一部改正 

平成１９年 ３月２７日一部改正 

平成１９年 ６月１８日一部改正 

平成１９年１２月２５日一部改正 

平成２０年 ６月２０日一部改正 

平成２１年 ３月２７日一部改正 

平成２１年 ６月１６日一部改正 

平成２２年 ５月１２日一部改正 

平成２３年 ５月２３日一部改正 

                                   

 

目次 （略） 

 

   第１章 総則 

 

第１条 （略） 

 

 （事務局） 

第２条 推進会議は、主たる事務局を福島市飯坂町平野字三枚長１番地１に、

従たる事務局を県内に５箇所置く。 

  

第３条～第４条 （略） 
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改  正  後 改  正  前 

   第２章 会員等 

 （推進会議の会員） 

第５条 推進会議は、次に掲げるものをもって構成する。 

    福島県 福島県農業協同組合中央会  全国農業協同組合連合会福島県

本部 福島県米穀肥料協同組合 福島県米麦事業協同組合 福島第一食糧

卸協同組合 福島県市長会 福島県町村会 福島県担い手育成総合支援協

議会 福島県耕作放棄地対策協議会 

  

第６条～第８条 （略） 

    

第３章～第４章 （略）  

                

   第５章 事務局等 

 （事務局）                                                      

第 20 条 （略） 

２ 事務局の構成は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 福島県 

 (2)  福島県農業協同組合中央会 

 (3)  全国農業協同組合連合会福島県本部 

 (4)  福島県米穀肥料協同組合 

 (5) 福島県米麦事業協同組合 

 (6) 福島第一食糧卸協同組合 

 (7) 福島県担い手育成総合支援協議会 

 (8) 福島県耕作放棄地対策協議会 

３～５ （略） 

 

   第２章 会員等 

 （推進会議の会員） 

第５条 推進会議は、次に掲げるものをもって構成する。 

    福島県 福島県農業協同組合中央会  全国農業協同組合連合会福島県本

部 福島県米穀肥料協同組合 福島県米麦事業協同組合 福島第一食糧卸

協同組合 福島県市長会 福島県町村会                

                 

  

第６条～第８条 （略） 

    

第３章～第４章 （略）  

                

   第５章 事務局等 

 （事務局）                                                      

第 20 条 （略） 

２ 事務局の構成は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 福島県 

 (2)  福島県農業協同組合中央会 

 (3)  全国農業協同組合連合会福島県本部 

 (4)  福島県米穀肥料協同組合 

 (5) 福島県米麦事業協同組合 

 (6) 福島第一食糧卸協同組合 

                    

                                 

３～５ （略） 
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改  正  後 改  正  前 

第 21 条～第 22 条 （略） 

 

   第６章～第９章 （略） 

 

   附 則 （略） 

      附 則 （略） 

      附 則 （略） 

      附 則 （略） 

      附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

 附 則 （略） 

附 則 （略） 

   附 則 （略） 

 附 則（平成２４年３月２１日） 

この規約は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

第 21 条～第 22 条 （略） 

 

   第６章～第９章 （略） 

 

   附 則 （略） 

      附 則 （略） 

      附 則 （略） 

      附 則 （略） 

      附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

 附 則 （略） 

附 則 （略） 

   附 則 （略） 

                   

                        

 

 

4



福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 

 

         平成１６年４月 ８日制定 

                                       平成１７年４月１８日一部改正

             平成１９年１月１０日一部改正

      平成１９年３月２７日一部改正

    平成１９年６月１８日一部改正

    平成２０年６月２０日一部改正

    平成２１年３月２７日一部改正

    平成２１年６月１６日一部改正

    平成２２年５月１２日一部改正

                平成２３年５月２３日一部改正

平成２４年３月２１日一部改正

 

  第１条～第２条 （略） 

 

  （事務処理体制） 

第３条 推進会議の事務処理は、次の表の左欄に掲げる事務局が、同表の中

欄に掲げる事務を分担して行うものとし、同表の右欄に掲げる者を責任者

とする。 

福島県 農業者戸別所得補償制度等に

係る事務 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 

その他規約第４条第１項第２

農林水産部水

田畑作課長 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 

 

         平成１６年４月 ８日制定 

                                       平成１７年４月１８日一部改正 

             平成１９年１月１０日一部改正 

       平成１９年３月２７日一部改正 

    平成１９年６月１８日一部改正 

    平成２０年６月２０日一部改正 

    平成２１年３月２７日一部改正 

    平成２１年６月１６日一部改正 

    平成２２年５月１２日一部改正 

                平成２３年５月２３日一部改正 

                                   

 

    第１条～第２条 （略） 

 

  （事務処理体制） 

第３条 推進会議の事務処理は、次の表の左欄に掲げる事務局が、同表の中

欄に掲げる事務を分担して行うものとし、同表の右欄に掲げる者を責任者

とする。 

福島県 農業者戸別所得補償制度等に

係る事務 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 

その他規約第４条第１項第２

農林水産部水

田畑作課長 
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改  正  後 改  正  前 

号に係る事務 

福島県農業協同組合中央

会 
水田農業改革支援事業（農業者

戸別所得補償制度推進事業費）

補助金等に係る事務 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 

その他規約第４条第１項第２

号に係る事務 

農業対策部長

全国農業協同組合連合会

福島 

県本部 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 農業者戸別所得補償制度策等

の周知および推進に係る事務 
統括部長 

福島県米麦事業協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
専務理事 

福島第一食糧卸協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
業務部長 

福島県担い手育成総合支

援協議会 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
会長（福島県

農業会議事務

局長） 

福島県耕作放棄地対策協

議会 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
事務局長（福

島県農業会議

農地･経営部

長） 

２ (略) 

号に係る事務 

福島県農業協同組合中央

会 
水田農業改革支援事業（農業者

戸別所得補償制度推進事業費）

補助金等に係る事務 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 

その他規約第４条第１項第２

号に係る事務 

農業対策部長 

全国農業協同組合連合会

福島 

県本部 

農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 農業者戸別所得補償制度策等

の周知および推進に係る事務 
統括部長 

福島県米麦事業協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
専務理事 

福島第一食糧卸協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
業務部長 

           

     

              

             

       

       

    

           

   

              

             

       

       

       

   

２ （略） 

6



改  正  後 改  正  前 

第４条 （略） 

 

   附 則（略） 

    附 則（略） 

    附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 

附 則（略） 

附 則（略） 

附 則（略） 

   附 則（平成２４年３月２１日議決） 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

第４条 (略) 

 

   附 則（略） 

    附 則（略） 

    附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 

附 則（略） 

附 則（略） 

附 則（略） 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

 

                    平成１６年４月 ８日制定 

                   平成１６年８月２８日一部改正

                   平成１７年４月１８日一部改正

                   平成１９年１月１０日一部改正

平成１９年３月２７日一部改正

平成１９年６月１８日一部改正

平成２０年３月２６日一部改正

                   平成２０年６月２０日一部改正

                   平成２１年３月２７日一部改正

                   平成２１年６月１６日一部改正

                   平成２２年５月１２日一部改正

                   平成２３年５月２３日一部改正

平成２４年３月２１日一部改正

 

目次 （略） 

   

    第１章 総則 

   

第１条～第７条 （略） 

 

  （会計事務責任者） 

第８条 （略） 

２ 次の表の左欄に掲げる事務の区分ごとの会計事務責任者は、同表の右欄

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

 

                    平成１６年４月 ８日制定 

                   平成１６年８月２８日一部改正 

                    平成１７年４月１８日一部改正 

                    平成１９年１月１０日一部改正

平成１９年３月２７日一部改正 

平成１９年６月１８日一部改正 

平成２０年３月２６日一部改正 

                   平成２０年６月２０日一部改正 

                    平成２１年３月２７日一部改正 

                    平成２１年６月１６日一部改正 

                    平成２２年５月１２日一部改正 

                    平成２３年５月２３日一部改正 

                                   

 

目次 （略） 

  

    第１章 総則 

   

第１条～第７条 （略） 

 

  （会計事務責任者） 

第８条 （略） 

２ 次の表の左欄に掲げる事務の区分ごとの会計事務責任者は、同表の右欄
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改  正  後 改  正  前 

に掲げる者とする。 

水田農業改革支援事業（農業者戸

別所得補償制度推進事業費）補助

金等 

福島県農業協同組合中央会農業対策部

長 

 
 うち福島県担い手育成総合支

援協議会事務局が所掌する事務 

福島県担い手育成総合支援協議会長 

（福島県農業会議事務局長） 

 うち福島県耕作放棄地対策協

議会事務局が所掌する事務 

福島県耕作放棄地対策協議会経理責任

者（福島県農業会議農地・経営部長）

   

第９条～第 12 条 （略）  

 

  （会計伝票） 

第 13 条 （略） 

２～３ （略） 

４ 会計伝票は作成者が押印し、会計事務責任者の承認印を受けるものとす

る。 

５ （略） 

   

第 14 条～第 22 条 （略） 

       

  （支払方法） 

第 23 条 会計処理担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求

書その他取り引きを証する書類に基づき、会計事務責任者の承認を得て行

うものとする。 

２ 支払は、銀行振込みにより行うものとする。ただし、小口払その他これ

によりがたいとして会計事務責任者が認めた場合は、この限りでない。 

に掲げる者とする。 

水田農業改革支援事業（農業者戸

別所得補償制度推進事業費）補助

金等 

福島県農業協同組合中央会農業対策部

長 

 

              

              

                 

               

              

             

                  

                  

   

第９条～第 12 条 （略） 

 

  （会計伝票） 

第 13 条 （略） 

２～３ （略） 

４ 会計伝票は作成者が押印し、会計管理責任者の承認印を受けるものとす

る。 

５ （略） 

   

第 14 条～第 22 条 （略） 

 

  （支払方法） 

第 23 条 会計処理担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求

書その他取り引きを証する書類に基づき、会計管理責任者の承認を得て行

うものとする。 

２ 支払は、銀行振込みにより行うものとする。ただし、小口払その他これ

によりがたいとして会計管理責任者が認めた場合は、この限りでない。 
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改  正  後 改  正  前 

   

第 24 条～第 37 条 （略） 

 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

    附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

     附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則（平成２４年３月２１日議決） 

  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

   

第 24 条～第 37 条 （略） 

 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

    附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

     附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程 

                    

                  平成１６年 ４月 ８日制定 

                  平成１７年 ４月１８日一部改正 

                  平成１９年 １月１０日一部改正 

                  平成１９年 ３月２７日一部改正 

                  平成２０年 ６月２０日一部改正 

                  平成２２年 ５月１２日一部改正 

                  平成２４年 ３月２１日一部改正 

 

第１条～第４条 （略） 

 

  （文書管理責任者） 

第５条 （略） 

２ 次の表の左欄に掲げる事務局ごとの文書管理責任者は､同表の右欄に掲

げる者とする。 

福島県 農林水産部水田畑作課長 
福島県農業協同組合中央会 農業対策部長 
全国農業協同組合連合会福島

県本部 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 統括部長 
福島県米麦事業協同組合 専務理事 
福島第一食糧卸協同組合 業務部長 
福島県担い手育成総合支援協

議会 

会長（福島県農業会議事務局長） 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程 

                    

                   平成１６年 ４月 ８日制定 

                   平成１７年 ４月１８日一部改正 

                   平成１９年 １月１０日一部改正 

                   平成１９年 ３月２７日一部改正 

                   平成２０年 ６月２０日一部改正 

                   平成２２年 ５月１２日一部改正 

                                   

 

第１条～第４条 （略） 

  

  （文書管理責任者） 

第５条 （略） 

２ 次の表の左欄に掲げる事務局ごとの文書管理責任者は､同表の右欄に掲

げる者とする。 

福島県 農林水産部水田畑作課長 
福島県農業協同組合中央会 農業対策部長 
全国農業協同組合連合会福島

県本部 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 統括部長 
福島県米麦事業協同組合 専務理事 
福島第一食糧卸協同組合 業務部長 
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改  正  後 改  正  前 

福島県耕作放棄地対策協議会 文書管理責任者（福島県農業会議農地･

経営部考査役） 

３ （略）  

 

第６条～第 23 条 （略） 

 

  （雑則） 

第 24 条 （略） 

   附 則（略） 

    附 則（略） 

   附 則（略） 

     附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 

    附 則（平成２４年３月２１日議決） 

  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

                                 

        

３ （略）   

 

第６条～第 23 条 （略） 

 

  （雑則） 

第 24 条 （略） 

   附 則（略） 

    附 則（略） 

   附 則（略） 

     附 則（略） 

   附 則（略） 

   附 則（略） 
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「福島県水田農業産地づくり対策等推進会議」職務権限規程の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

「福島県水田農業産地づくり対策等推進会議」職務権限規程 

平成１６年 ４月 ８日制定  

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２３年 ５月２３日一部改正

平成２４年 ３月２１日一部改正

 

１ （略） 

 

２ 推進会議の事務の決裁・決定の手続き 

  （略） 

（１）総務 

ア （略） 

イ 推進会議の承認申請については、総務事務担当者が立案し、（削除）

            会長が決裁する。 

ウ 以下の事務については、総務事務担当者または事務担当者（福島県

水田畑作課、畜産課担当者）が立案し、必要に応じ事務責任者の承認

を得た後に事務局長が決裁する。 

  また、担い手協議会事務局及び耕作放棄地協議会事務局では、水田

農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）補助金の範

囲において、以下の事務について事務担当者が立案し、事務責任者が

決裁する。 

（ア）地域農業再生協議会  担当者会議、業務調整会議等の開催。 

（イ）～（オ） （略） 

「福島県水田農業産地づくり対策等推進会議」職務権限規程 

平成１６年 ４月 ８日制定   

平成２０年 ６月２０日一部改正 

平成２２年 ５月１２日一部改正 

平成２３年 ５月２３日一部改正 

                                   

 

１ （略） 

 

２ 推進会議の事務の決裁・決定の手続き 

  （略） 

（１）総務 

ア （略） 

イ 推進会議の承認申請については、総務事務担当者が立案し、各区分

の事務責任者合議のうえ会長が決裁する。 

ウ 以下の事務については、総務事務担当者または事務担当者（福島県

水田畑作課、畜産課担当者）が立案し、必要に応じ事務責任者の承認

を得た後に事務局長が決裁する。 

                                 

                                 

                                 

         

（ア）地域水田農業推進協議会担当者会議、業務調整会議等の開催。 

（イ）～（オ） （略） 
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改  正  後 改  正  前 

 

（２） （略） 

 

  附 則 （略） 

  附 則 （略） 

  附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則（平成２４年３月２１日議決） 

  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

（２） （略） 

 

  附 則 （略） 

  附 則 （略） 

  附 則 （略） 

   附 則 （略） 
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平成２４年度事業計画（案） 

 

１ 基本方針 

  わが国の農業は、農業者の平均年齢が 66 歳と高齢化が急速に進み、

この 20 年間で農業所得が半減するなど、危機的状況にあります。 

また、穀物市場への国際投機資金の流入やバイオ燃料需要の急増、

途上国の経済発展による需要増大、世界各地の異常気象などにより、

世界の穀物需給が逼迫していく中で、国内生産力を確保することが重

要となっています。 

さらに、安全で安心な国産農作物の安定供給のためにも、産業とし

ての持続性を速やかに回復し、農村の再生を図ることが急務です。 

  しかし、このような状況の中で、平成２３年３月１１日に発生した

東日本大震災は、地震・津波による水稲作付不能や原発事故による作

付制限など、本県の米づくりに甚大な被害をもたらし続けている。 

  このため、本推進会議は、地域農業再生協議会等や国、県、市町村、

ＪＡ等関係機関・団体との連携を密にし、２４年産米の生産数量目標

に係る地域間調整に積極的に取り組み、震災等により被災された農家

の所得確保と本県産米の需給調整の実効性確保を図る。 

さらには、農業者戸別所得補償制度の周知徹底、担い手の育成・確

保や耕作放棄地の解消と一体となった加入促進を諮るとともに、各種

助成制度の積極的活用等により、水田等を有効に活用した食料自給率

向上や意欲ある農業者の育成・確保に向けた取組みを通して、本県水

田農業改革と復興再生の取組みを積極的に進める。 

 

２ 重点推進事項 

(1) 水田等の有効活用による自給率向上に向けた取組み推進 

(2) ２４年産米生産数量目標の地域間調整の取組み推進 

 (3) 農業者戸別所得補償制度等の周知徹底と加入促進 

 (4) 地域農業再生協議会の活動支援 

 (5) 水田農業改革の促進及び担い手育成・耕作放棄地の解消対策 

 (6) 円滑な事務執行体制の確立 

 (7) その他、地域農業を振興するために必要なこと 

 

 議案第２号 平成２４年度事業計画(案)について 
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３ 事業計画 

目 的 事 業 内 容 事 業 計 画 

本県水田農業改革

の推進を図るため、農

業者戸別所得補償制

度の推進及びこれを

円滑に実施するため

の行政と農業者団体

等の連携体制の構築、

戦略作物の生産振興

や地域農業の振興を

目的とする。 

水田の有効活用による自

給率向上に向けた取組み推

進 

・ 広報活動の展開 

・ 水田等の有効活用による食料自給力向上

に向けた取組みの推進 

・ 地域農業再生協議会の取り組み活動の支

援 

 

２４年産米生産数量目

標の地域間調整の取組み

推進 

・ 米の生産が困難な地域と生産余力のある

地域との間での、方針作成者間調整の推

進 

・ 県推進会議の仲介による譲渡者および譲

受者の公平性の確保 

 

農業者戸別所得補償制度

等の周知徹底と加入促進 

・ 広報活動、リーフレット作成等による制

度の周知徹底 

・ 農業者戸別所得補償制度への加入促進 

・ 地域農業再生協議会の加入促進等に向け

た取り組み活動の支援 

 

地域農業再生協議会の活

動支援 

・ 地域農業再生協議会の円滑な事務執行の

支援 

・ 被災した地域農業再生協議会の活動およ

び事務執行の支援 

 

水田農業改革の促進及び

担い手育成対策 

・ 地域農業再生協議会が行う活動の指導・

支援 
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○水田農業改革支援事業(農業者戸別所得補償制度推進事業費)補助金等会計 

 

平成２４年度 歳入歳出予算 

平成２4年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

 
１ 歳入の部                              （単位：千円） 

科         目 
24年度 23年度 

予 算 差 異 
備   考 

大 科 目 中  科  目 増 減 

１ 補助金 １ 水田農業改革支援事業補助金 12,254 9,070 3,184   

２ 国産粗飼料増産対策事業補助金 100 500 400  

２ 負担金 １ 負担金 2,700 2,700  県     1,350 

中 央会     1,350 

３ 前年度

繰越金 

１ 一般管理費繰越金 1,000 8,249 7,249 23年度分 

・国庫金返還分6,259 

・負担金精算分     990

・今年度繰入分   1,000

４ 地域間 

 調整料金 

１ 受入調整料金 1,600,000 1,600,000   

歳 入 合 計(Ａ) 1,616,054 1,620,519 4,465  

 
２ 歳出の部                              （単位：千円） 

科         目 
24年度 23年度 

予 算 差 異 
備   考 

大 科 目 中  科  目 増 減 

１ 管理費 １ 一般管理費 15,754 19,819 4,065  

２ 専門部

会費 

１ 飼料用米部会活動費 100 100   

２ 稲ＷＣＳ部会活動費 200 600  400  

３ 地域間 １ 支払調整料金 

 調整料金 1,600,000 1,600,000

 

 

 

歳 出 合 計 ( Ｂ ) 1,616,054 1,620,519 4,465  

 
 

３ 差引残高(Ａ－Ｂ)                      0千円

 議案第３号 平成２４年度歳入歳出予算(案)について 
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議案第４号 平成２４年度負担金の賦課及び徴収方法(案)について 

 

１ 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会議」という。）が

実施する事務に要する経費から、水田農業改革支援事業補助金等及び前年度

繰越金を除いた経費の負担割合を、次のとおりとする。 

 (１)  福島県 ２７０分の１３５  

(２)  福島県農業協同組合中央会 ２７０分の１３５ 

  

 

２ １で定めた負担額を調整するため、負担金の納入時期（四半期ごと）及び

年度末に精算することを内容とした協定を、推進会議と会員間で締結するも

のとする。 
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事務経費に係る費用の負担に関する協定書（案） 

 

 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会議」という。）と福島県

（以下「県」という。）、福島県農業協同組合中央会（以下「中央会」という。）は、

推進会議が実施する事務に要する経費の負担に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （事務経費の負担） 

第１条 推進会議が実施する事務に要する経費のうち、水田農業改革支援事業補助金

の使途として制限を受ける経費並びに国庫補助金、及び前年度繰越金で不足を生じ

る経費については、県、中央会が予算の範囲内で負担する。 

２ 推進会議の会長（以下「会長」という。）は、６月末日までに当該年度の事務に

要する経費に関する明細書及び四半期毎に記載した資金計画を福島県知事、中央会

の会長（以下「経費負担者」という。）に提出しなければならない。 

３ 会長は、前項の資金計画に基づき、四半期毎に負担金を請求することができる。 

４ 第２項の事務に要する経費及び資金計画に変更の必要が生じた場合には、会長の

申し出により会長及び経費負担者が協議して定める。 

５ 会長は、翌年度４月末日までに第１項に定める経費の支出状況について経費負担

者に報告するとともに、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約第３２条２

項に基づき負担金について精算しなければならない。 

 （負担の割合） 

第２条 前条第１項の規定により負担する経費の負担割合は、県が２７０分の１３５、

中央会が２７０分の１３５とする。 

 （その他） 

第３条 この協定の内容に疑義が生じた場合は、会長及び経費負担者が協議して定め

る。 

 

   附 則 

 この協定は、会長及び経費負担者が記名押印した日から効力を生じる。 

  平成  年  月  日 

 
 

福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１ 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 

                代表者 会長 

 

福島県福島市杉妻町２－１６ 

福島県 

                代表者 福島県知事 

 

福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１ 

福島県農業協同組合中央会 

                代表者 会長 

議案第５号 事務経費に係る費用の負担に関する協定書(案)について 
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議案第６号 平成２４年産米生産数量目標調整の取組み(案)について 

 
１ 平成２３年産米の取り組み 

平成２３年産米については、東日本大震災による農地・農業用施

設の被害および東京電力福島第一原子力発電所の事故による水稲の

作付制限等のため、中通り・浜通りの広範囲において水稲作付の困

難な地域が発生したことから、米の生産余力のある県内外の地域と

の間で、生産数量目標の調整を実施した。 

 

⑴ 生産数量目標の調整の手法 

① 県内の地域間調整 

県内方針作成者間調整で、約 23,600 トンの調整を行った。 

② 国の仲介による都道府県間調整 

国の仲介により、福島県および宮城県と受け手希望の 12 道県との

間で生産数量目標の都道府県間調整が行われた。 

本県では約 35,000 トンの削減（出し手）を希望したが、受け手の

希望数量(12 道県、約 27,000 トン)を宮城県と按分し、約 20,000 ト

ンの調整を行った。 

③ 他府県の認定方針作成者間調整 

②の調整の締切後、他府県の認定方針作成者と直接交渉し、約

3,600 トンの調整を行った。 

 

⑵ 調整の結果 

数量目標の出し手希望約 55,000 トンに対し、⑴の①～③の調整に

より受け手に結びついた数量は約 47,200 トンであり、約 7,800 トン

の出し手超過となった。 

【23 年産米生産数量目標の方針作成者間調整の取り組み結果】 

区    分 数 量(ｔ) 備    考 

出し手希望数量 ５４,９３０ ＪＡそうま、ＪＡふたば、ＪＡたむら

受け手数量 ４７,１７８  

 
内 

訳 

①県内方針作成者間調整 ２３,５９６ 県中、県南、会津等の各方針作成者 

 ②都道府県間調整(農水省調整) １９,９８６ 北海道、秋田県ほか９県 

 ③県外方針作成者間調整 ３,５９６ 新潟県ほか１１県 

差引数量（出し手超過） ７,７５２  

 ※）このほか、ＪＡ内調整で 5,089ｔの生産数量目標調整が実施された。 
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⑶ 調整料金 

数量目標の調整にあたっては、福島県水田農業産地づくり対策等

推進会議（以下、「県推進会議」という。）が各地域の調整の取りま

とめを行った。 

受け手から出し手に対して支払われる調整料金は、県内調整にお

ける調整料金は30円/kg（米戸別所得補償交付金の定額部分に相当。

≒15,000 円/10a）としたが、県外との調整料金が 10～60 円/kg と幅

があるため、県推進会議で平均にならした金額として、約 32 円/㎏

を出し手地域に分配した。 

 
２ 平成２４年産米の取り組みの考え方 

２４年産米については、２３年度と同様に、東日本大震災や原発

事故の影響により作付できない地域がでている。 

このため、国から配分された生産数量目標の確保と震災等により

被災した稲作生産農家の所得確保をはかるため、作付できない地域

と米の生産余力のある地域との間で、生産数量目標の方針作成者間

調整を実施する。 

 

⑴ 調整の進め方 

① 生産数量目標の調整は、基本は地域内（ＪＡ内等）での農業者間調

整を優先して行う。 

② 地域内で調整しきれない場合には、県内での地域をまたいだ方針作

成者間（ＪＡ間等）調整を行う。 

③ 県内で調整しきれない場合には、他都道府県との調整（県外方針作

成者間調整）に取り組む。 

 

  〔地域間調整のスケジュール〕 

   ・H23 年 12 月 26 日   県から各市町村への生産数量目標配分 

   ・H24 年１月中旬    地域内(ＪＡ内等)での調整希望の意向調査（第 

１回目） 

   ・H24 年１月末     第１回意向調査の取りまとめ 

   ・H24 年 3 月上旬   地域間調整希望の意向調査（第２回目） 

・H24 年 3 月 15 日   第 2 回意向調査のとりまとめ 

（※調整しきれない場合は県外方針作成者と調整） 

    ・H24 年 3 月末日   県内外方針作成者等との調整数量の通知 

   ・H24 年６月 15 日   農業者への生産数量目標の確定通知 
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⑵ 調整料金 

２３年産と同じ考え方としたい。 

 

〔県内受け手の調整料金〕 

   県内受け手の調整料金については、農業者戸別所得補償制度の米の所得補償交

付金１５,０００円／10a（定額分）を基に設定する。 

   ○県内受け手の調整料金   生産数量目標１㎏当たり ３０円 

   〈算定〉 

     米の所得補償交付金(15,000円／10a)÷本県平年単収(537㎏／10a)≒30円／㎏ 

 

〔県外方針作成者間調整の調整料金〕 

   基準単価を設けず、対価 30 円／㎏以上を基本に、提示された単価の高い方針作

成者から優先的に調整を行うこととする。 

 

〔県内出し手への調整料金の支払い〕 

   出し手調整料金の設定については、譲渡する市町村の公平性をはかるため、県

内受け手調整料金と都道府県間調整料金を合わせて算出した平均単価とする。 

 

⑶ 意向調査状況 

【１月末状況】 

 受け手（目標増加） ４５，４２９ｔ 

出し手（目標減少） ５１，７３４ｔ  ６，３０５ｔ出し手超過 

 

 【３月１９日現在状況】 

※ 現時点で未報告の地域は、１月末の量を参考とした。 

受け手（目標増加） ５０，７４８ｔ 

出し手（目標減少） ５４，３０２ｔ  ３，５５３ｔ出し手超過 
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議案第７号  事務手続き等に係る付帯決議について 

 
 
 
 平成２４年度の福島県水田農業産地づくり対策等推進会議に関する次の事務

について、一切の権限を会長に委任する。 

 

１ 東北農政局長等の承認に係る申請に関すること。（申請等の字句等の修正に

関することを含む。） 

 

２ 会員の権利及び義務に抵触しない範囲の規約、諸規程等の語句等の修正に

関すること。 
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